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平成２３年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２３年３月１日（火曜日） 

午前１０時３０分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 市政報告 

 第６ 市政並びに教育行政執行方針演説 

 第７ 報告第１号 例月出納検査結果報告 

 第８ 報告第２号 例月出納検査結果報告 

 第９ 報告第３号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第４号 例月出納検査結果報告 

 第11 報告第５号 定期監査報告 

 第12 報告第６号 行政監査報告 

 第13 議案第18号 美唄市過疎地域自立促

進特別事業基金条例制定の件 

 第14 議案第19号 美唄市特別会計条例の

一部改正の件 

 第15 議案第20号 美唄市特別職の職員の

給与に関する条例及び美唄市教育委

員会の教育長の給与、勤務時間その

他勤務条件に関する条例の一部改正

の件 

 第16 議案第21号 美唄市給与条例の一部

改正の件 

 第17 議案第22号 美唄市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正の件 

 第18 議案第23号 美唄市非常勤職員及び

臨時的任用の職員に関する給与条例

の一部改正の件 

 第19 議案第24号 美唄市放課後児童施設

条例の一部改正の件 

 第20 議案第25号 指定管理者の指定の件

（美唄市総合体育館） 

 第21 議案第26号 美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件 

 第22 議案第27号 美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件 

 第23 議案第28号 美唄市ふれあいセンタ

ー条例廃止の件 

 第24 議案第29号 美唄市介護サービス事

業条例の一部改正の件 

 第25 議案第30号 市立美唄病院事業の設

置等に関する条例の一部改正の件 

 第26 議案第４号 平成22年度美唄市一般

会計補正予算（第７号） 

 第27 議案第５号 平成22年度美唄市国民

健康保険会計補正予算（第２号） 

 第28 議案第６号 平成22年度美唄市下水

道会計補正予算（第１号） 

 第29 議案第７号 平成22年度美唄市介護

保険会計補正予算（第３号） 

 第30 議案第８号 平成23年度美唄市一般

会計予算 

 第31 議案第９号 平成23年度美唄市民バ

ス会計予算 

 第32 議案第10号 平成23年度美唄市国民

健康保険会計予算 

 第33 議案第11号 平成23年度美唄市下水

道会計予算 

 第34 議案第12号 平成23年度美唄市介護

保険会計予算 

 第35 議案第13号 平成23年度美唄市介護

サービス事業会計予算 
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 第36 議案第14号 平成23年度美唄市後期

高齢者医療会計予算 

 第37 議案第15号 平成23年度市立美唄病

院事業会計予算 

 第38 議案第16号 平成23年度美唄市水道

事業会計予算 

 第39 議案第17号 平成23年度美唄市工業

用水道事業会計予算 

  

◎出席議員（１６名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎出席説明員 

 副  市  長  板 東 知 文 君 

 総 務 部 長  藤 井 英 昭 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  中 井 英 雄 君 

 農 政 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

 総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  安 田 昌 彰 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  鎌 田   覚 君 

 

◎欠席説明員 

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  岡 嶋 博 文 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時３０分 開会 

●議長内馬場克康君 ただいまより、本日を

もって招集されました平成２３年第１回美唄

市議会定例会を開会いたします。 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の欠席について、次のと
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おり通知がありましたので報告いたします。 

 市長桜井道夫君は都合により、市民部長岩

本良一君は公務のため、欠席いたします。 

 日程の第１、会議録署名議員を指名いたし

ます。 

１３番 紫藤政則議員 

１４番 林 国夫議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、会期

決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日より３月１８日ま

での１８日間とし、うち３月２日ないし３月

６日、３月９日ないし３月１７日を休会とい

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 

●議長内馬場勝康君 次に日程の第３、諸般

報告に入ります。 

 諸般報告については、朗読を省略いたしま

す。 

 諸般報告について、ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって諸般報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第４、議長

報告に入ります。 

 議長報告についても朗読を省略いたします。 

 議長報告について、ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって議長報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第５、市政

報告に入ります。 

副市長。 

●副市長板東知文君（登壇） 平成２３年第

１回市議会定例会に当たり、市政の主なもの

について、市長に代わりましてご報告申し上

げます。 

美唄市米穀乾燥調製施設における灯油流出

事故について申し上げます。 

去る２月１７日、午後１時３０分頃、同施

設の指定管理者である美唄市農業協同組合か

ら、市及び消防本部に油漏れの通報がありま

した。 

このため、市及び消防本部職員が出動し、

農協とともに敷地内の油が染みた雪を回収す

るとともに、アスファルト舗装上に油洗浄剤

を散布し、翌日の１８日には周辺河川にオイ

ルフェンスを設置したところであります。 

１９日以降は、専門業者が敷地内の排水枡

に溜まった油を回収したほか、掘削した２箇

所の穴に溜まった油についても回収している

ところであり、これと並行して周辺河川等の

巡視を行っております。 

消防本部のこれまでの調査では、灯油の流

出量は推定７，０００リットルで、漏えい箇

所は地下タンクから建物への油送管の接続部

分の破損であることが特定されましたが、そ

の原因については引き続き調査中であります。 

また、現在、専門業者による敷地内のボー

リング調査を開始しており、流出した灯油の

浸透範囲や深度を確認した後、土壌の処理等

を実施することとしております。 
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なお、現在のところ、河川への流出など被

害は発生しておりませんが、引き続き慎重に

調査を進めているところであります。 

地域住民の皆さんには多大なご心配をおか

けしていることをお詫び申し上げます。 

今後、原因究明とともに事故処理に当たっ

ては調査結果を踏まえ、万全を期してまいり

ます。 

以上、申し上げまして報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第６、市政

並びに教育行政執行方針に入ります。 

副市長 

●副市長板東知文君（登壇） 平成２３年度

市政執行方針につきましては、市長に代わり、

私が代読させていただきます。 

平成２３年第１回市議会定例会に当たり、

市政執行についての私の所信を申し上げます。 

昨年、市制施行６０年の記念すべき年に当

たり、私自身、折に触れ、これまでのまちづ

くりを振り返る機会がありました。 

市制が施行された昭和２５年から昭和３０

年代にかけては、戦後の混迷から成長に向け、

大きく動いた時代でありました。 

その後、昭和４０年代から５０年代にかけ

ては、交通網の整備や公営住宅、学校の建設

などの社会資本整備とともに、炭鉱閉山とい

う危機的な状況を経験しながらも、産業振興

等に努めたことで、激動から安定へと向かっ

た時代ではなかったかと思います。 

平成に入ってからは、経済・雇用情勢の悪

化と景気低迷に苦しみ、人口減少が続く中、

交流人口の増加に向けた取り組みを、まちを

挙げて進めてまいりました。 

近年、「成熟社会」という言葉は、人口減少

や高齢化という側面に加え、量的充足から質

的充足への移行という意味も込められるよう

になっているようでありますが、市制施行６

０年を経た本市も「成熟社会」に入っている

のではないかと感じております。 

昨年、市政執行方針の中で、「国民総幸福量」

という考え方に触れましたが、幸福とは一体

何なのか、入院を経験して、私自身、改めて

考えることがありました。物質的な豊かさは、

確かに私たちの幸福感に結びつくものであり、

近代化を進める中でも不可欠なものでありま

した。しかし、その一方で、健康や心のゆと

り、充実感といったものが伴わなければ、そ

の豊かさも空疎なものになってしまうのでは

ないでしょうか。 

昨年１２月、内閣府に「幸福度に関する研

究会」が設けられ、幸福度に関する世界の動

きや幸福度を測る指標設定に関する調査、研

究が始められました。福祉的な価値から離れ、

新たな価値を模索する時代に入ったという感

がいたします。 

美唄に暮らす私たちにとって、少子化や高

齢化が進むほど、優しさと思いやりの心を大

切にし、心の豊かさを実感できることが重要

なのだと思います。また、豊かな自然とその

恵みである良質な食が心と体に健康をもたら

し、さまざまな文化的な活動とその成果が温

かい人間性と感動をもたらしてくれることを、

改めて見つめなおすときにあると感じており

ます。 

「食・農・アートが響き合う 緑のまち 美

唄」という都市像を掲げたびばい未来交響プ

ランの策定に当たっては、このような考え方



- 5 - 

が根底にありました。 

国と地方の関係や地方自治制度のあり方に

関しましては、これまで多くの議論が交わさ

れてきたものの、具体的な姿は未だ明確では

ありません。そのような状況にあっても、私

は揺るぐことなく、魅力と活力にあふれ、安

らぎと潤いを実感できるまちの実現に邁進し

ていく決意であります。 

平成２３年度の市政執行に当たり、私の基

本姿勢を申し上げます。 

びばい未来交響プランの策定に当たっては、

多くの市民の皆さんにかかわっていただいた

ところであり、この計画には、市民の皆さん

の希望と願いが込められていると感じており

ます。 

計画の着実な実施に向け、今ある本市の地

域資源を最大限活用し、広域的な連携を視野

に入れながら、市民の皆さんとの協働により、

まちの魅力と活力づくりに取り組んでいくこ

とが私の責務であります。 

そのためには、多くの課題を一つひとつ解

決していくとともに、財政健全化の取り組み

を着実に前進させることが重要であります。

これまで一定の成果を上げているところであ

りますが、１日でも早く財政健全化を実現で

きるよう、財政健全化計画の推進にさらに努

めてまいります。 

また、財政健全化にもかかわる市立美唄病

院の事業規模や経営形態等につきましては、

地域医療のあり方全般について検討を進める

中で方向性を見出してまいります。 

びばい未来交響プランのスタートの年であ

る平成２３年度の予算編成に当たっては、以

上のような点を踏まえ、産業づくりと雇用対

策、にぎわいづくり、環境づくりの各施策と

ともに、安全確保など、緊急に手当てすべき

ものに配慮したところであります。 

次に、平成２３年度の主要施策について申

し上げます。 

平成２３年度予算については、地域活性化

交付金を充当する平成２２年度からの繰越事

業及び交付金にかかる基金を充当する事業と

あわせ、事業の切れ目ない執行に努め、市民

生活の安全性の向上などとともに、市内経済

の活性化を図ってまいります。 

まず、「人と情報が行き交いぎわいが生まれ

るまちづくり」であります。 

農商工連携については、美唄産の農産物を

活用した新しい商品・特産品の開発にかかる

試験研究から商品化・販路拡大に伴う取り組

みを積極的に支援してまいります。 

農業振興については、環境に配慮した安全

で安心な農産物づくりを進めるため、米など

の基幹作物の振興のほか、生産基盤整備等の

促進、経営の体質強化や安定化などに取り組

みます。 

また、農業振興地域の保全等を計画的に推

進するため、農業振興地域整備計画を見直し

てまいります。 

消費者と生産者との結びつきについては、

地産地消や都市と農村との交流、農業体験や

食育、ＩＣＴを活用した地域の魅力発信など

の活動を広げてまいります。 

商工業振興については、新産業創出や企業

立地への支援を行うほか、産業振興計画を策

定し、産業や雇用の振興を図るとともに、制

度資金の利率の見直しを行い、設備投資や運

転資金に関する融資の利用促進を図ります。  
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観光交流については、イベント等での特産

品のＰＲ、地場産品アンテナショップ運営の

継続のほか、近隣自治体との連携による地域

の魅力の発信、交流拠点施設の整備、パーク

ゴルフ場の増設、緊急雇用対策事業を活用し

た観光施設での人材育成などに取り組みます。  

公共交通については、地域公共交通総合連

携計画に基づき、市民バス東線での循環方式

による実証運行やデマンド方式による乗合タ

クシーの実証運行に取り組みます。 

情報化については、光回線のエリア拡大を

進めるとともに、まちづくりに関する情報提

供の充実に努めます。 

次に、「人と文化を育み交流が広がるまちづ

くり」であります。 

子育て支援については、地域の主体的な活

動の場づくりに向け、子育てサポーターなど

の人材育成や関連団体・企業等の応援を得な

がら、地域子育て拠点支援事業などに取り組

んでまいります。 

学校教育については、「学力の定着」や食農

教育による「特色ある教育」など、美唄らし

い教育の推進に努めます。 

芸術・文化等については、市民の皆さんの

芸術・文化活動への支援や、郷土史料館の活

性化をはじめとする生涯学習の推進に努めま

す。 

男女共同参画については、美唄市男女共同

参画条例に基づき、男女がともに活躍できる

社会づくりを、引き続き進めてまいります。  

平和施策については、まちづくりの理念で

ある「平和の希求」を具体化するため、平和

祈念事業を継続するとともに、郷土史料館の

特別展として、「原爆展」を開催し、核廃絶を

願い、平和の大切さを考える機会としてまい

ります。 

次に「豊かな景観あふれるエコロジーなま

ちづくり」であります。 

自然保護については、国と連動した宮島沼

の自然環境保全に取り組むとともに、環境学

習の実施や情報提供の充実に努め、貴重な湿

地の保全と賢明な利用を進めます。 

環境行動については、セミナーの開催等に

よる情報提供や啓発を通じて、家庭での省エ

ネルギーの取り組みや自動車運転時のエコド

ライブなど、実践的な活動を広げてまいりま

す。 

ごみ処理については、生ごみを含む可燃ご

みの処理方法等について、広域処理の可能性

などを引き続き検討してまいります。 

また、ごみの分別方法などの啓発活動等に

より、ごみの減量化等に対する意識の高揚を

図りながら、リサイクル機器更新などによる

効率的な資源ごみの処理を行い、一層のごみ

減量化とリサイクルを進めます。 

都市基盤整備については、道路整備では、

西２１線、美培線拓北・峰樺西７号線の整備

に着手するとともに、改良・舗装や側溝等の

整備を進め、安全性と利便性の向上を図りま

す。 

橋りょうについては、長寿命化を図るため

の点検と計画的及び架換えを行うための計画

の策定に着手します。 

除排雪については、道路・歩道の除排雪や

間口除雪を行い、安全で安心な冬の暮らしを

支えます。 

広域交通網の整備については、国道１２号

線の４車線化や主要道道美唄富良野線などの
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道道整備、長大橋である月形大橋の早期完成

に向けて、国や道などに引き続き要望してま

いります。 

市営住宅については、ゆたかニュータウン

等の改善や東明中央団地の用途廃止を行うほ

か、民間住宅の改修促進のための助成を継続

します。また、戸建て住宅を対象とした無料

耐震診断を引き続き実施してまいります。 

上水道については、配水管改良事業を継続

し、有収率の向上や配水管の耐震化、赤水の

解消に取り組みます。 

下水道については、東明・茶志内地区の整

備を進め、汚水処理区域の拡大や水洗化を促

進し、下水道処理区域外については、合併浄

化槽の設置を継続して実施してまいります。  

景観・緑づくりについては、地域での景観

づくりの活動へ支援するほか、公園施設及び

東明公園内のスポーツ施設の点検による長寿

命化を図るための計画を策定します。 

森林については、その多面的機能について

学ぶ場をつくるとともに、分収造林受託事業

や防風林等整備事業の実施、民有林に対する

支援を通して保全と活用に努めてまいります。  

次に、「誰もが健康でいきいきと暮らせるま

ちづくり」であります。 

保健については、生活習慣の改善やライフ

ステージに応じた課題の解決に向けたきめ細

やかな支援や検診、予防接種などによる疾病

の予防に努めるとともに、子宮頸がん等ワク

チン接種事業や地域の主体的な健康づくりへ

の支援に取り組んでまいります。 

国民健康保険事業では、特定健診の受診率

向上等による医療費の抑制を図るほか、国民

健康保険税の税率改定の検討を進めます。   

地域医療については、市立美唄病院経営健

全化計画及び市立美唄病院改革プランに基づ

く市立病院の経営健全化を推進するとともに、

新たに神経内科を開設し、近隣中核病院との

医療連携を強化するなど、必要な医療の確保

に努めてまいります。 

障がい者福祉については、障がい者の方々

が安心して地域で暮らせるよう、地域生活支

援事業など必要な福祉サービスを提供してま

いります。 

また、本市で開催される全道ろうあ者大会

の開催を支援いたします。 

高齢者福祉については、介護予防に取り組

むとともに、支援や介護が必要な状態になっ

ても地域で安心して暮らせるよう、医療、介

護、住まい、生活支援サービスが切れ目なく

提供できる地域包括ケアシステムの体制づく

りを進めてまいります。 

また、一人暮らしの高齢者等の住宅に設置

している緊急通報システムを更新します。  

次に「安全で安心して住めるまちづくり」

であります。 

防災については、災害に強い安全な地域づ

くりを進めるため、総合的な防災体制の強化

や耐震化への対応、自主防災組織の組織化と

活動の充実を図るとともに、河川整備の早期

完成に向けた国への要望活動を引き続き進め

てまいります。 

防犯や交通安全については、関係団体等と

連携を図り、安全な地域づくりのための活動

を継続してまいります。 

消防については、消防施設整備や消防車両、

消火栓の更新による出動・消火体制の充実強

化を図るとともに、火災予防のための啓発活



- 8 - 

動や住宅用火災警報器の設置促進に継続して

取り組んでまいります。 

また、救急救命士の採用・養成を行い、救

急体制の充実を図るほか、市民への救命講習

会を開催し、応急手当の知識や技術の普及に

よる救命率の向上に努めてまいります。 

消費者保護については、多様な相談への対

応や幅広い情報提供により、消費者被害の防

止に努めてまいります。 

雇用対策については、道の緊急雇用創出推

進補助事業を活用し、求職者の雇用の場の確

保や観光産業の振興を図る人材育成型の事業

を行います。 

また、職業訓練法人美唄情報開発学園に対

し、学園が創設する学生支援制度に助成する

など、引き続き、学園の運営を支援してまい

ります。 

コミュニティについては、美唄市福祉のま

ちづくり条例の理念に基づき、住み慣れた地

域で温かな絆を保ちながら、ともに生き、支

え合うしくみみづくりを進め、社会福祉協議

会が取り組んでいる地区社協の立ち上げに協

力するなど、コミュニティ活動や地域福祉活

動の充実に努めてまいります。 

次に、「みんなで力を合わせるまちづくり」

であります。 

協働のまちづくりについては、協働を担う

人材の育成を図りながら、協働の輪を広げる

とともに、美唄市まちづくり基本条例の見直

しに取り組んでまいります。 

行財政運営については、本年４月から道の

事務移譲を受け、一般旅券の申請や交付等の

手続を本市において実施し、市民の皆さんの

利便性の向上に努めます。 

市の組織については、様々な行政課題を的

確に解決していくため、効率的・横断的な組

織づくりを進めるとともに、職場研修や専門

研修の実施、道との人事交流による高い専門

性を持った人材の育成を図ります。 

以上、平成２３年度の市政執行方針を申し

上げました。 

現在、我が国では、少子化の問題がクロー

ズアップされておりますが、子育て家庭への

支援に関して、カナダが先進国として注目さ

れているそうであります。 

移民による多文化を受け入れているモザイ

ク社会であるカナダでは、誰も孤立させない

しくみ、支援を受ける人が支援する人になっ

ていくしくみができていると言われており、

子育て家庭の親たちのための学習教材では

「誰も完璧な親などいない。また完璧な子ど

もというものもいない。お互い、できる限り

のことをしていけばいいのだ。」と説明されて

いるそうであります。 

できる人ができることをやり、それがつな

がっていく社会、困ったときには躊躇なく「助

けてください」と声を上げられる社会を私は

是非つくりたいと願っております。何もない

ところからつくり上げることは困難でありま

すが、一人ひとりが互いに思いやり支え合う

「福祉のまちづくり」を進めてきた美唄だか

らこそ、それを目指すことができるのではな

いかと感じております。 

私は、このような真の「成熟社会」を迎え

た魅力と活力のある温かなまちを、市民の皆

さんとともに築くことができるよう、精一杯

取り組んでまいります。 

市民の皆さん、市議会議員の皆さんの、一
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層のご理解とご協力をこころからお願い申し

上げます。 

●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長安田昌彰君（登壇） 平成２３年第

１回市議会定例会に当たり、教育委員会の所

管行政の執行に関する主要な方針について申

し上げます。 

 我が国では、少子高齢化や核家族化、グロ

ーバル化の進展などにより、社会情勢が大き

く変化し続けており、特に、近年は厳しい経

済環境も加わり、地域社会や家庭環境への影

響が懸念されております。 

 こうした中、どんな社会情勢の変化にも対

応し、自らの力で時代を切り開いていく人間

を、学校・家庭・地域が一体となって育成す

る教育の営みこそ、変わることのない「未来

への投資」であり、人づくりを担う教育の果

たす役割は、ますます重要になってきており

ます。 本年度からスタートする第６期美唄

市総合計画では、目指す都市像の実現に向け

て、人づくり「人財」の育成に取り組むこと、

人と文化を育み交流が広がるまちづくりを柱

の１つとして位置づけております。 

 教育委員会といたしましては、未来を担う

子どもたちが、将来に夢と希望が持てるよう、

確かな学力や豊かな人間性、健やかな体を育

み、子ども一人ひとりの可能性を開花させる

教育を進めていくとともに、すべての人々が

生きがいをもち、心豊かで健やかな生活を営

むことができるよう、生涯にわたって、さま

ざまな機会や場所において学習することがで

き、学んだ成果を生かすことのできる生涯学

習社会の実現に努めてまいります。 

そのためには、学校、家庭、地域と協働し

て、地域がもつ教育力を高めるとともに、市

民一人ひとりが生涯にわたって自ら学ぶ力を

育む環境づくりに努めながら、各分野におけ

る施策の推進に取り組んでまいります。 

はじめに、学校教育について申し上げます。 

幼稚園教育につきましては、幼児期は生涯

にわたる人間形成の基礎を培う重要な時期で

あり、幼稚園は教育の基礎づくりのための重

要な役割を担っています。 

このため、就園奨励補助事業により、私立

幼稚園に在籍する家庭の経済的負担の軽減を

図るほか、「幼・小連携教育実践研究」により、

小学校への学びの連続性に配慮した教育活動

に取り組んでまいります。 

また、南美唄地域に幼稚園と保育所の機能

を併せ持つ「こども園」の設置に向けた検討

を進めてまいります。 

次に、小中学校教育につきましては、子ど

もたち一人ひとりの確かな学力と豊かな人間

性、健やかな心と体をバランスよく育むこと

が必要であります。  

このため、教職員と児童生徒をはじめ、教

職員相互、学校と地域とのより一層の信頼関

係の上に立った学校教育活動を推進するとと

もに、引き続き、地域社会が一体となって学

校・教職員を支え、支援していく仕組みづく

りを進めてまいります。  

また、新学習指導要領が小学校で完全実施

となり、中学校においても来年度に完全実施

となることから、各学校の教育課程の編成・

実施状況を踏まえた環境整備を進めるほか、

特色ある教育を推進するため、小・中学校間

や市内教育機関等との学びの連携を促進して

まいります。  
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確かな学力の向上につきましては、引き続

き標準学力検査や全国学力・学習状況調査を

実施し、課題を明らかにするとともに確かな

学力の定着と向上に向けた取り組みとしてま

とめた「確かな学力育成プラン」や、学校ご

とに作成する「学校改善プラン」などに基づ

き、学習習慣や家庭学習の定着化を目指して

まいります。  

また、児童生徒一人ひとりがわかる喜びを

実感し、主体的に学習に取り組むことができ

るよう、集団や個に応じた指導方法の工夫改

善に取り組んでまいります。  

総合的な学習の時間においては、グリー

ン・ルネサンス推進事業を進めるため、小学

校農業体験学習の充実を図るとともに、環境

教育や福祉教育、キャリア教育などに取り組

んでまいります。  

豊かな心の育成につきましては、自然体験

やボランティア活動など、多様な触れ合いの

場や機会の充実に努めるとともに、道徳の時

間はもとより、各教科、外国語活動、総合的

な学習の時間及び特別活動など、あらゆる活

動を通じて豊かな心が育成されるよう指導の

充実に努めてまいります。  

また、いじめや不登校などの対策につきま

しては、日常の変化を把握する体制の充実を

図り、早期発見、早期対応に努めるとともに、

適応指導教室やスクールカウンセラーなどと

連携し、児童生徒一人ひとりの実態に即した

指導を進めてまいります。  

健やかな体の育成につきましては、自ら進

んで運動に親しみ、楽しさや喜びを体感し、

体力の増進が図られるよう教科指導の充実を

図るとともに、薬物乱用防止教室の開催や、

性に関する指導に取り組むなど、心や体の健

康への正しい知識の習得に努めてまいります。  

また、小学校農業体験学習や学校給食を生

きた教材として活用し、食に関する指導の充

実に努めるとともに、引き続き、地元産の食

材を活用するとともに、衛生管理の徹底に努

め、安全で安心な給食を提供してまいります。  

特別支援教育につきましては、市内の関係

機関で組織する美唄市特別支援教育連携協議

会を中心に、美唄養護学校など関係機関と連

携を密にし、望ましい特別支援教育のあり方

や個別支援のあり方について検討を進めると

ともに、専門家チームの機能を活用するなど、

個に応じた効果的な指導が展開できるよう努

めてまいります。  

信頼される魅力ある学校づくりにつきまし

ては、学校に対する理解が深まるよう、自ら

情報発信に努めるとともに、学校評価や学校

関係者評価を活用するなど、学校運営の改善

に努めてまいります。  

また、児童生徒の安全・安心の確保につき

ましては、学校、保護者、地域ボランティア、

関係機関・団体等との連携協力のもと、子ど

もたちを守り育てる地域づくりに努めてまい

ります。  

教職員の研修につきましては、教職員の資

質や指導力の向上のため、授業実践とその検

証を組み込んだ校内研修を充実するとともに、

公開研究会等を通して、その成果を広く発信

してまいります。  

また、情報通信技術を活用した授業が進め

られるよう、ＩＴ研修を実施するほか、空知

教育センターにおける各種研修会を活用する

など、教職員の研修機会の充実に努めてまい
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ります。  

さらに、美唄の歴史や文化、伝統、地域特

性を学ぶ機会を提供するなど、本市の教職員

が取り組む地域に根差した学習指導を支援す

るため、本年度も「ふるさと美唄研修会」に

取り組んでまいります。  

学校施設の整備につきましては、子どもた

ちの安全・安心を確保するため、小学校及び

中学校の施設・設備等の改修を進めるなど、

教育環境の充実に努めてまいります。  

学校の適正配置につきましては、子どもた

ちのよりよい学習環境を整備するため、東栄

小学校の配置見直しを進めてまいりましたが、

保護者や地域の皆さんのご理解をいただき、

本年４月に東小学校と統合することになりま

した。  

高等教育につきましては、美唄尚栄高校が

本年４月に開校することから、引き続き、北

海道教育委員会をはじめ、関係機関などとの

連携を図り、新設高校の運営が円滑に進めら

れるよう努めてまいります。  

また、北海道中央コンピュータ・カレッジ

への入学金助成事業や奨学資金貸付事業を実

施し、地元からの入学促進と経済的負担の軽

減を図ってまいります。  

次に、社会教育について申し上げます。  

生涯学習活動の充実につきましては、本年

度からスタートする「第２次生涯学習推進計

画」を推進するため、生涯学習できるまちづ

くりを目指して、市民一人ひとりが生涯にわ

たり学ぶことができるよう、学習機会の充実

を図るとともに、社会の要請に応える学習機

会を提供し、地域の課題解決や地域の教育力

の向上など、まちづくりと連動した生涯学習

の推進に努めてまいります。  

青少年の健全育成につきましては、沖縄県

南城市との広域交流やジュニアチャレンジス

クールなどの授業を行うほか、子どもたちが

健やかに成長するため、子ども会育成連絡協

議会などの青少年育成関係団体を中心に家

庭・学校・地域社会との一層の連携を図って

まいります。また、地域ぐるみで子どもを育

てることが重要なことから、学校支援地域本

部事業を推進し、支援体制の充実に努めてま

いります。  

青少年センターにつきましては、青少年の

問題行動を未然に防止するため、街頭指導や

各種相談事業を実施するほか、関係機関・団

体等との連携を強化し、センター機能の充実

に取り組んでまいります。  

放課後児童対策につきましては、現在、校

区に放課後児童施設を開設していない茶志内

小学校、峰延小学校、西美唄小学校の児童を

対象に、それぞれ学校内に施設を開設して児

童の健全育成を図ってまいります。  

芸術文化の振興につきましては、ＮＰＯ法

人美唄市文化協会をはじめ、各関係機関・団

体等との連携を図り、絵画展やコンサートの

開催など、芸術文化に触れる機会の充実に努

めるほか、老朽化した設備の改修を進めてま

いります。  

社会教育施設につきましては、市民の多様

なニーズに応えるとともに、それぞれの施設

の役割が果たされるよう、その運営に努めて

まいります。  

アルテピアッツァ美唄につきましては、Ｎ

ＰＯ法人アルテピアッツァびばいをはじめ、

各関係機関・団体等と連携を図りながら利用
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を促進し、その活動を全国・全道に向けて情

報発信してまいります。  

郷土史料館につきましては、生涯学習の学

びの拠点施設として、歴史や文化をいつでも

学べる環境づくりを進めてまいります。また、

６０年前に開催した「原爆展」を再現する特

別展を開催し、市民とともに戦争の悲惨さ、

平和の尊さと大切さについて考え、恒久平和

を祈念する機会とします。  

図書館につきましては、本年度からスター

トする「第２次美唄市子ども読書活動推進計

画」を推進するため、学校配本事業などの充

実を図るとともに、レファレンスサービスな

どによる情報提供や図書資料の充実に努めて

まいります。  

また、昨年急逝した美唄出身の児童文学作

家後藤竜二氏を悼んで開催される「後藤竜二

作品読書フォーラム」を支援するほか、読書

感想文コンクールを実施し、子どもたちの自

主的な読書活動を定着させる取り組みを進め

てまいります。  

次に、社会体育について申し上げます。  

生涯スポーツの充実につきましては、ＮＰ

Ｏ法人美唄市体育協会はじめ、関係機関・団

体等との連携を図り、各種スポーツ大会・教

室等を開催するとともに、各スポーツ団体の

活動支援などを通して、スポーツの普及、振

興に努めてまいります。  

また、それぞれの体力や年齢に応じたスポ

ーツ・レクリエーション活動の充実が図られ

るよう、総合型地域スポーツクラブ「どんま

い」の取り組みを支援するほか、学校体育施

設開放事業により、地域におけるスポーツ活

動を促進してまいります。  

社会体育施設につきましては、スポーツ活

動の拠点であることから、安心して快適に利

用していただけるよう、指定管理者や関係団

体と連携を図り、適切な施設の維持管理に努

めてまいります。  

以上、平成２３年度の教育行政の主要な方

針について申し上げました。  

次代を担う子どもたちに、どのような未来

を託すことができるのか、それは、私たち大

人社会が子どもたちに負う未来への責任です。  

教育委員会といたしましては、本市の美し

い自然や先人たちが営々と築き上げてきた伝

統や文化などの恵まれた風土や環境を生かし、

ふるさと美唄の未来を担う子どもたちが健や

かでこころ豊かに育つことができるよう、「地

域に根ざし、暮らしに学ぶ」教育行政の推進

に全力で取り組んでまいります。  

市民の皆さん並びに市議会議員の皆さんの

ご理解とご協力を心からお願い申し上げます。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第７、報告

第１号例月出納検査結果報告ないし日程の第

１２、報告第６号行政監査報告の以上６件を、

一括議題といたします。 

これより本件について一括質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって報告第１号ないし報告第６号

の以上６件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第１３、議

案第１８号美唄市過疎地域自立促進特別事業

基金条例制定の件ないし日程の第２５、議案

第３０号市立美唄病院事業の設置等に関する

条例の一部改正の件の以上１３件を、一括議
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題といたします。 

本件に関し提案理由の説明を求めます。 

副市長。 

●副市長板東知文君（登壇） ただいま上程

されました各案件について、市長に代わりま

して提案理由をご説明申し上げます。 

はじめに、議案第１８号美唄市過疎地域自

立促進特別事業基金条例制定の件であります。 

本件は、過疎地域自立促進特別措置法の一

部改正により、過疎対策事業債の対象がソフ

ト事業へ拡充されたことから、そのソフト事

業に係る経費を積立て、平成２７年度を目標

年度とした美唄市過疎地域自立促進市町村計

画において、過疎地域自立促進特別事業とし

て登載した各事業の財源に充てるため、美唄

市過疎地域自立促進特別事業基金を設置する

ものであります。 

次は、議案第１９号美唄市特別会計条例の

一部改正の件であります。 

本件は、平成１９年度で廃止となった老人

保健制度に係る医療費等の請求期間が、本年

度をもって終了することから、老人保健会計

を廃止するため、必要な改正を行うものであ

ります。 

次は、議案第２０号美唄市特別職の職員の

給与に関する条例及び美唄市教育委員会の教

育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関す

る条例の一部改正の件であります。 

本件は、本市の財政状況が依然として厳し

い状況にあり、給与独自削減措置が本年３月

末をもって終了することから、現在の独自削

減措置を１年継続実施するため必要な改正を

行うほか、給与からの控除等に関する規定を

一般職と同様の取扱いとする旨の改正及び条

例の整備に関し、必要な改正を行うものであ

ります。 

次は、議案第２１号美唄市給与条例の一部

改正の件であります。 

本件は、本市の財政状況が依然として厳し

い状況にあり、給与独自削減措置が本年３月

末をもって終了することから、現在の独自削

減措置を１年継続実施するため改正するほか、

職員団体の組合費など、給与からの控除に関

する項目を明確に規定する改正、さらに、新

常用漢字表が告示されたことに伴い、条例中

の字句の表記について、必要な改正を行うも

のであります。 

次は、議案第２２号美唄市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部改正の件であります。 

本件は、恵風園に勤務する支援業務に従事

する職員の当直勤務時間を正規の勤務時間と

し、恵祥園に勤務する介護業務に従事する職

員との整合性を図り、夜間の勤務時間を特殊

勤務手当として措置するため、必要な改正を

行うものであります。 

次は、議案第２３号美唄市非常勤職員及び

臨時的任用の職員に関する給与条例の一部改

正の件であります。 

本件は、条例中の引用条項及び条例の整備

に関し、必要な改正を行うものであります。 

次は、議案第２４号美唄市放課後児童施設

条例の一部改正の件であります。 

 本件は、本年４月から東小学校と東栄小学

校が統合することに伴い、東地区放課後児童

施設の名称を変更するほか、茶志内小学校、

峰延小学校、西美唄小学校の校区に、新たに

放課後児童施設を設置するため、必要な改正

を行うものであります。 



- 14 - 

次は、議案第２５号指定管理者の指定の件 

であります。 

 本件は、地方自治法の規定により、公の施

設に係る指定管理者を指定するため、議会の

議決を求めるもので、美唄市総合体育館の指

定管理者に、特定非営利活動法人美唄市体育

協会を指定しようとするものであります。 

なお、指定の期間につきましては、平成２

３年４月１日から平成２６年３月３１日まで

であります。 

次は、議案第２６号美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件であります。 

本件は、健康保険法施行令において、少子

化対策の充実を図るため、平成２１年１０月

１日から平成２３年３月３１日までの暫定措

置として引き上げた出産育児一時金の支給額

について、暫定措置が恒久化されることから、

本市においても同様に改正するため、必要な

改正を行うものであります。 

次は、議案第２７号美唄市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例の一部改正の件でありま

す。 

本件は、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の一部が改正され、土地の所有者等に係る

努力義務が創設されたことから、本市におい

ても同様の改正を行うほか、条例中の引用条

項等の整備に関し、必要な改正を行うもので

あります。 

次は、議案第２８号美唄市ふれあいセンタ

ー条例廃止の件であります。 

本件は、高齢者の福祉の増進と在宅生活の

自立援助を図ることを目的に、ふれあいセン

ターにおいて実施してきた各種事業が社会福

祉法人に移行したこと。また、今後、センタ

ーの設置目的に沿った事業の実施が見込まれ

ないことから、ふれあいセンターの用途を廃

止するため条例を廃止するものであります。 

次は、議案第２９号美唄市介護サービス事

業条例の一部改正の件であります。 

本件は、介護保険法施行法において、介護

保険法の施行日前に特別養護老人ホームに入

所した方、旧措置入所者に対して講じてきた

利用者負担の軽減措置について、有効期限が

当分の間延長されたことから、本市において

も同様の取扱いとなるよう、必要な改正を行

うものであります。 

次は、議案第３０号市立美唄病院事業の設

置等に関する条例の一部改正の件であります。 

本件は、急性期治療を終え回復期に移行し

た脳疾患患者に対し、回復期治療やリハビリ

を行う受け皿として、新たに神経内科及びリ

ハビリテーション科を開設することから診療

科目を追加するほか、医療法施行令に基づく

診療科目の表記及び条例中の引用条項につい

て整備するため、必要な改正を行うものであ

ります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

１８号ないし議案第３０号の以上１３件につ

いては、大綱質疑にとどめ、所管の常任委員

会に付託の上、審査することにいたしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより議案第１８号ないし議案第３０号
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の以上１３件について、一括大綱質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって議案第１８号ないし議案第３

０号の以上１３件ついての一括大綱質疑を終

結いたします。 

よって、議案第１８号ないし議案第２５号

の以上８件は、総務・文教委員会に、議案第

２６号ないし議案第３０号の以上５件は、産

業・厚生委員会に、それぞれ付託の上、審査

することに決定いたしました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２６、議

案第４号平成２２年度美唄市一般会計補正予

算（第７号）ないし日程の第３９、議案第１

７号平成２３年度美唄市工業用水道事業会計

予算の以上１４件を、一括議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。

副市長。 

●副市長板東知文君（登壇） ただいま上程

されました各案件について、市長に代わりま

して提案理由をご説明申し上げます。 

はじめに、議案第４号平成２２年度美唄市

一般会計補正予算（第７号）であります。 

本件は、第 1条歳入歳出予算、第２条債務

負担行為、第３条地方債について補正しよう

とするものであります。 

第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出の予算総額に、それぞれ１億７,２１

１万２,０００円を増額補正し、補正後の予算

総額を１６８億２,４９１万８,０００円とし

ようとするものであります。 

補正内容について、歳出から申し上げます

と、総務費に、過疎地域自立促進特別事業債

を平成２３年度以降に実施する事業の財源と

して、美唄市過疎地域自立促進特別事業基金

に積立てるため基金積立金に要する経費を、

衛生費に、一般廃棄物最終処分場に係る薬剤

費が増大することに対応するため、最終処分

場管理運営事業に要する経費を、諸支出金に、

介護給付費の支払いに要する経費を増額補正

する介護保険会計に対し、法定負担分の繰出

しを行うため介護保険会計支出金を、それぞ

れ計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する地方交付税及び市債をそれぞれ増額

補正し、財源対応いたしました。 

 第２条債務負担行為の補正につきましては、

総合体育館指定管理事業者の指定に伴い、新

たに総合体育館指定管理業務に係る債務負担

行為を追加するほか、農業経営基盤強化利子

補給金について国の制度改正により補助期間

が短縮されたことなどにより、債務負担行為

期間及び限度額を変更するものであります。 

第３条地方債の補正につきましては、美唄

市過疎地域自立促進市町村計画に基づき平成

２３年度以降に実施する事業の財源として、

過疎地域自立促進特別事業債を追加しようと

するものであります。 

次に、議案第５号平成２２年度美唄市国民

健康保険会計補正予算（第２号）であります。 

 本件は、歳入歳出予算について補正しよう

とするもので、歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ１億５,９００万円を増額し、補正後の予

算総額を３７億８,０５４万５,０００円とし

ようとするものであります。 

 補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、保険給付費に療養給付費等の増加に
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伴う経費を計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する国庫支出金、療養給付費等交付金及

び道支出金をそれぞれ増額補正し、財源対応

いたしました。 

次に、議案第６号平成２２年度美唄市下水

道会計補正予算（第１号）であります。 

本件は、地方債について補正しようとする

もので、個別排水処理施設整備事業に要する

個別排水処理施設整備債の限度額を変更しよ

うとするものであります。 

次に、議案第７号平成２２年度美唄市介護

保険会計補正予算（第３号）であります。 

 本件は、歳入歳出予算について補正しよう

とするもので、歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ３,６５０万円を増額し、補正後の予算総

額を２４億７,８３０万５,０００円としよう

とするものであります。 

 補正内容につきまして、歳出から申し上げ

ますと、保険給付費に各介護サービス事業の

利用の増加に伴う経費を計上いたしました。 

 一方、歳入につきましては、歳出計上額に

対応する国庫支出金、道支出金、支払基金交

付金及び繰入金をそれぞれ増額補正し、財源

対応をいたしました。 

次に、平成２３年度各会計予算について申

し上げます。 

平成２３年度の予算編成につきましては、

美唄市財政健全化計画を着実に推進するため、

引き続き抑制基調の予算としながらも、びば

い未来交響プラン（第６期美唄市総合計画）

の都市像に掲げている「食・農・アートが響

き合う 緑のまち 美唄」の実現を目指すた

め、美唄市過疎地域自立促進特別事業基金繰

入金などの有利な財源を活用し、所要の事業

について予算計上したところです。 

 この結果、全会計の予算の総額は、２８３

億６,３８１万９,０００円 となりました。 

 以下、会計ごとに予算の概要をご説明申し

上げます。 

 はじめに、議案第８号平成２３年度美唄市

一般会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を１５９億

８,５０１万円と定めようとするものであり

ます。  

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 以下、歳出の主なものについて申し上げま

すと、議会費には、議会の運営に要する一般

管理事務費などを、総務費には、地域公共交

通活性化・再生総合事業費などを、民生費に

は、子ども手当支給事業費や緊急通報システ

ム整備事業費などを、衛生費には、子宮頸が

ん等ワクチン接種事業費やリサイクルセンタ

ー整備事業費などを、労働費には、緊急雇用

対策事業費や情報処理訓練校振興助成事業費

などを、農林費には、農業振興地域整備計画

変更事務費や地域資源を活用した農村と都市

の対流事業費などを、商工費には、農商工連

携推進助成事業費やパークゴルフ場整備事業

費などを、土木費には、都市計画街路整備事

業費や道路新設改良事業費、橋りょう施設長

寿命化計画策定事業費、公園施設長寿命化計

画策定事業費などを、消防費には、消防車両

整備事業費や救急救命士養成事業費などを、 

教育費には、小学校大規模改修事業費や、 

新たに３地区で実施する放課後児童対策事業

費などを、公債費には、市債の元利償還金な
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どを、職員費には、一般会計職員の給料等に

要する経費などを、諸支出金には、特別会計

に対する繰出金などをそれぞれ計上いたしま

した。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、市税、地方交付税、国庫支出金、市債な

どを計上いたしました。 

 第２条から第４条までは、債務負担行為、

地方債、一時借入金について、それぞれ定め

ようとするものであります。 

 次は、議案第９号平成２３年度美唄市民バ

ス会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を４,９１０

万６,０００円と定めようとするものであり

ます。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、市民バス運行費に４,８１０万６,０００

円を計上いたしました。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、使用料及び手数料に１,５９０万円を計上

いたしました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次は、議案第１０号平成２３年度美唄市国

民健康保険会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を３８億５,

６６５万３,０００円と定めようとするもの

であります。  

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。                         

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、保険給付費に、２７億２,７１６万４,０

００円を計上いたしました。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、国庫支出金に、１１億６,３００万６,０

００円を計上いたしました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次は、議案第１１号平成２３年度美唄市下

水道会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、２１億

３,５５１万３,０００円と定めようとするも

のであります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、下水道費に４億９,８９６万９,０００円  

を計上いたしました。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、市債に７億８,９６０万円を計上いたしま

した。 

 第２条から第４条までは、債務負担行為、

地方債、一時借入金について、それぞれ定め

ようとするものであります。 

 次は、議案第１２号平成２３年度美唄市介

護保険会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、２４億

９,６１４万３,０００円と定めようとするも

のであります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、保険給付費に、２３億３,６３７万４,０

００円 を計上いたしました。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、支払基金交付金に７億１,１７９万円を計
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上いたしました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

 次は、議案第１３号平成２３年度美唄市介

護サービス事業会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、２億３,

０１８万９,０００円と定めようとするもの

であります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、総務費に１億８,６８６万８,０００円  

を計上いたしました。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、サービス収入に２億１,６７７万円を計上

いたしました。 

 第２条は、一時借入金について定めようと

するものであります。 

次は、議案第１４号平成２３年度美唄市後

期高齢者医療会計予算であります。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を、７億１,

９９９万８,０００円と定めようとするもの

であります。 

 歳入歳出予算の款項の区分及びその金額は、

第１表のとおりであります。 

 歳出予算の主なものについて申し上げます

と、北海道後期高齢者医療広域連合納付金に

７億１,１６４万３,０００円を計上いたしま

した。 

 一方、歳入予算の主なものといたしまして

は、後期高齢者医療保険料に２億５,４２６万

７,０００円を計上いたしました。 

 次は、議案第１５号平成２３年度市立美唄

病院事業会計予算であります。 

 第２条は、病床数、年間患者数及び一日平

均患者数の年度内業務の予定量を定めるもの

であります。 

 第３条から第８条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、一時借入金の限

度額、流用禁止経費、他会計からの補助金、

たな卸資産購入限度額について、それぞれ定

めようとするものであります。 

 次は、議案第１６号平成２３年度美唄市水

道事業会計予算であります。 

 第２条は、給水戸数、年間総配水量、一日

平均配水量及び主要な建設改良事業の年度内

業務の予定量を定めるものであります。 

 第３条から第９条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、起債、一時借入

金の限度額、流用禁止経費、他会計からの補

助金、たな卸資産購入限度額について、それ

ぞれ定めようとするものであります。 

 次は、議案第１７号平成２３年度美唄市工

業用水道事業会計予算であります。 

 第２条は、給水事業所数、年間総配水量及

び一日平均配水量を定めるものであります。  

第３条から第７条までは、収益的収入及び

支出、資本的収入及び支出、一時借入金の限

度額、流用禁止経費、他会計からの補助金に

ついて、それぞれ定めようとするものであり

ます。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

４号ないし議案第１７号の以上１４件は大綱

質疑にとどめ、後ほど設置いたします特別委

員会に付託の上、審査することにいたしたい

と思います。 
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これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより議案第４号ないし議案第１７号の

以上１４件について、一括大綱質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

お諮りいたします。 

議案第４号ないし議案第１７号の以上１４

件については、１５人の委員をもって構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託

の上、審査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました予算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

吉岡文子議員、森川明議員、 

五十嵐聡議員、高田正則議員、 

高橋幹夫議員、阿部義一議員、 

長谷川吉春議員、米田良克議員、 

白木優志議員、小関勝教議員、 

土井敏興議員、本郷幸治議員、 

紫藤政則議員、林国夫議員、 

谷村孝一議員の以上１５人の議員を指名い

たしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

以上をもって、本日の日程は全部終了いた

しました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午前１１時４４分 散会 
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